
R５.１改 

公衆浴場の営業許可取得までの流れ（フロー図） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市保健所環境衛生課環境衛生係（健康福祉局保健部環境衛生課） 

〒730-0043 広島市中区富士見町 11 番 27 号 

TEL：082-241-7408 

FAX：082-241-2567(保健所共用) 

MAIL：kankyoeisei@city.hiroshima.lg.jp 

・用途地域の確認 
・建築基準法適合する施設であるか
の確認（建築士等の専門家に相
談） 

・消防法に適合する施設であるかの
確認（消防署予防課へ事前相談） 

・公衆浴場の場合、広島市浴場組合
への相談 

事前相談 

審査 

受付 

営業許可証、副本の 
受け取り 

受付 

施設調査・審査 

審査済書の交付 
※事前審査願の提出後、審

査済書交付までの標準的

な期間は 30日(補正期間

を除く)です。 

営業許可証の交付 
※営業許可申請後、営業許

可証交付までの標準的な

期間は 30 日（補正期間

を除く）です。 

審査済書、副本の 
受け取り 

不備事項等の補正 

・建築確認申請 
・消防署予防課へ事前連絡の上で 
事前相談 

・一般公衆浴場の場合、水道局、下
水道局へ事前相談 

 

計画の決定 

営業許可証の掲示、 
営業開始 

営業許可申請 
寝具、照明、換気設備、 
防犯カメラ等の設置 

営業の準備 
照明・換気・空調設備、
その他設備等 

着 工 （確認証受理後） 

竣 工 

〇建築確認 
（区役所建築課又は指定機関） 
・新築建物の場合、検査済証 
・用途変更手続きを伴う建物の場
合、工事完了届を提出したことが
確認できる書類 

・用途変更手続きを伴わない建物
の場合、建築基準法に適合して
いるか申請時に聞き取りを行い
ます。 

〇消防法令適合通知書 
（消防署予防課） 

事前審査願の提出 

書類の補正 

環境衛生課 営業者 その他関係手続き 


